
「警戒レベル」
で避難情報把握

3

警戒
レベル 状況 住民がとるべき行動 行動を促す情報

5 災害発生または切迫 命の危険　直ちに安全確保 緊急安全確保 ※ 1
（垂水市が発令）

 警戒レベル４までに必ず避難！

4 災害のおそれ高い 危険な場所から全員避難 避難指示 ※ 2
（垂水市が発令）

3 災害のおそれあり 危険な場所から高齢者等は避難 ※ 3 高齢者等避難
（垂水市が発令）

2 気象状況悪化 自らの避難行動を確認 大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁が発表）

1 今後気象状況悪化のおそれ 災害への心構えを高める 早期注意情報
（気象庁が発表）

　水害や土砂災害などの災害が発生するおそれがあるとき、それ
ぞれの状況に応じて避難できるよう、「災害発生の危険度」と「と
るべき避難行動」を住民が直感的に理解するための情報として、

「警戒レベル」を用いて防災無線等で避難情報を伝えています。

※１／ 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル５は必ず発令される情報ではありません。
※２／ 避難指示は、令和３年の災対法改正以前の避難勧告のタイミングで発令します。
※３／ 警戒レベル３は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難する
　　     タイミングです。
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　避難とは、「難」を「避」けることです。自宅周辺の
危険地域や状況、人によって方法は異なりますので、普
段からどう行動するのか、決めておきましょう。

□ 屋内安全確保
ハザードマップで次の「３つの条件」を確認し、自宅に
いても大丈夫か確認が必要。
※土砂災害の危険がある区域では避難が原則

❶ 家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていないこと。
❷ 浸水深より居室が高いこと。
❸ 水がひくまで我慢でき、水・食糧などの備えが十分に
　 あること。

市内の土砂災害警戒区域や浸水想定区
域等の危険地域のほか、防災に関する
情報を掲載しています。

　　ハザードマップとは？

垂水市総合
防災マップ

（ 冊 子 ） は
こちら　 ▶

垂水市総合
防災マップ
WEB 版 は
こちら　 ▶

避難方法を事前に確認

□ 垂水市が指定した学校・公民館
　 などの避難所へ避難

非常用持ち出し品など、自身が
必要とするものを持参する。

□ 安全な親戚・知人宅
　 への避難

普段から災害時に避難する
ことを相談しておく。
※ハザードマップで安全かどうか確認

□ 安全なホテル等
　 への避難

通常の宿泊料が必要。事前に予約・
確認する。
※ハザードマップで安全かどうか確認

　避難所の開設は、避難指示等の発令や災害の
状況に応じて、市が判断して行います。
※状況によって開所場所の変更があります。

避難所情報

第 1 次避難所だけでは対応できない場合、または第 1 次避
難所の一部が使用できない場合などに備え、予め指定した
避難所。

□ 予備避難所：10 か所（垂水市中央運動公園体育館 等）

政府広報オンライン
『「警戒レベル 4」で危険な場所から
全員避難！ 5 段階の「警戒レベル」
を確認しましょう』をもとに作成

□ 最後に、今特集で活用させていただいたサイトをご紹介します。ぜひご覧ください。
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協和地区公民館

垂水市市民館

南地区老人
憩いの家

牛根地区
公民館

中俣自治公民館
大野地区
公民館

水之上地区公民館

柊原地区公民館

新城地区公民館

道の駅たるみず

垂水市消防署
牛根分遣所２階

境小学校
体育館

　「警戒レベル」や避難所の情報等について、テレビや
防災無線のほかにも、様々な媒体で市から発信してい
ます。ぜひご活用ください。

情報を入手する方法

□ 防災ラジオ □ 垂水市ほっとメール □ 垂水市公式 LINE
垂水市では、1 世帯あたり 1 台防
災ラジオの貸出を行っています。
防災ラジオの放送には、緊急時の
放送と通常時の放送があります。

防災情報や行政情報などを、あなた
の携帯電話にメール配信いたしま
す。利用には会員登録が必要です。

受信設定を行うと、防災情報を受
け取ることができます。利用には
友だち登録が必要です。

◎ 友だちになる方法

アプリ内の友だち追加
① 右の QR コードを
　 読み取る
②「ID検索」でID入力
　 【@tarumizu_city】

受信設定
もお願い
します！

登録方法
はこちら
から！

▲ 過去のメール配信

内閣府 防災情報のページ
『避難情報に関するガイドライン
の改定（令和 3 年 5 月）』をもと
に作成

首相官邸ホームページ
『防災の手引き～いのちとくらし
をまもるために～』をもとに作成

❼

災害により被害を受け、または受ける恐れのある人を収容
し、生活の救済を図る応急生活の場所で、公共施設等の指
定避難所。

□ 第 1 次避難所：12 か所（右図 ①～⑫）

一般の避難所での共同生活が困難な災
害時要援護者のための避難所。

□ 福祉避難所：８か所
　  （垂水市立介護老人保健施設コスモス苑 等）
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避難所の
詳細は
こちら ▼
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